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「公民連携による御堂筋の空間マネジメント等に関する調査検討業務委託」に関する技術提案説明書 

 

１．業務の名称および概要 

１）業務名称 

公民連携による御堂筋の空間マネジメント等に関する調査検討業務委託 

２）業務目的 

本市では、平成31年3月に策定した「御堂筋将来ビジョン」に基づき、御堂筋を車中心から「世界

最新モデルとなる、人中心のストリートへ」と転換を図る空間再編を進めており、そのファーストス

テップとして、御堂筋側道の歩行者空間化の整備を進めている。これまで、難波西口交差点から長堀

通までの区間が完了している。 

この整備された人中心の道路空間については、高質な空間が持続的に維持され、憩いやにぎわいが

感じられる空間となるよう、歩行者利便増進道路制度（ほこみち制度）に基づく歩行者利便増進誘導

区域（ほこみち区域）指定を行い、滞在快適性の向上を図るとともに、地域の身近な民間エリアマネ

ジメント団体と連携した道路管理の充実化と民間主体のまちづくり活動の促進によってよりよい地域

環境づくりができるよう、御堂筋において３つの民間エリマネ団体を道協団体として指定している。 

当該道協団体は令和2年度に本市指定を受け、指定期間の5年間において清掃・植栽のグレードア

ップ等の高質な維持管理、ベンチ設置やイベント開催等、憩いや賑わい空間の創出を進めてきており、

その活動内容やその効果、課題などの総括を行った上で、令和7年度に再指定を受けて令和10年度半

ばまで活動を継続することとなっている。 

当該道協団体が高質な道路空間を維持し、憩いや賑わい創出の取組みを持続させていくためには、

地域の特性に合った道路空間の利活用のあり方を地域の方々とともに作り上げていくこと（プレイス

メイキング）が求められるとともに、これらの活動を支える安定的な財源確保が必要となる。また、

公民連携に係る諸制度の弾力的な運用やデータによる効果の可視化等により、効率的・効果的な公民

連携の活動を図ることも必要となっている。これら諸課題への対応方策を検討し、今後の公民連携の

あり方を模索していく必要がある。 

また、人中心の道路空間の整備により、今後来街者が増加することが見込まれるため、安全で高質

な道路空間を維持するために、ＡＩやＩＣＴ技術、ビッグデータ等の新技術を用いた御堂筋及び周辺

エリアを回遊する人流や路側アクセススペースの利用状況を適宜把握し、必要に応じて的確に課題へ

対応し、道路の適正な利用を図っていく必要がある。 

なお、この路側アクセススペースに関しては、現在は保安誘導員を巡回させるなどして、適正な利

用を呼び掛けるとともに、ＡＩカメラシステムで不適正利用車両を検知し、適時、保安誘導員にアラ

ートを発報するなど、デジタル技術と連携した運用適正化の試行を進めているが、駐車監視員による

巡回活動の重点化や不適正利用車両に対する沿道住民からの意見の増加に伴い、今後は、運用見直し

に向けた移行期間を設けて、引続き、実証実験や試行、検証等を続け、より効率的な次期仕様へとつ
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なげていく必要が生じている。 

本業務は、道協団体の活動を維持する中でマネジメント上課題となっている内容等を抽出し、円滑

な活動に繋がる方策の検討や活動の支援を行い、今後の公民連携のあり方を検討するとともに、人中

心の道路空間が適正に利用されるよう、デジタル技術を活用した課題の把握や解決方策の調査検討を

行うものである。 

３）業務内容 

特記仕様書（案）を参照すること。 

４）技術の提案 

本業務においては、次の点について高度な技術的検討が必要となるため、技術提案を受けた上で業

務を進めるものとする。 

   １． 御堂筋上で民間団体（道路協力団体等）が道路維持活動やにぎわい創出等を持続的、発展的に実

施していくためには、各地域の特性を活かした取組み（プレイスメイキング）の推進や持続可能

な収益スキームの構築、公民連携に係る諸制度の弾力的な運用、データによる効果の可視化など、

様々な観点から公民連携のあり方を検討していくことが肝要となる。この公民連携のあり方の検

討に必要な留意点を列挙し、その検討プロセスについて述べてください。 

   ２． 御堂筋では、デジタル技術を活用したエリア回遊性の把握やアクセススペースの適正利用の

取組みを推進している。デジタル技術導入にあたっては、先進性も重要であるが、課題に柔

軟かつきめ細かく対応でき、経済性、持続性に優れる技術を選定し、引き続き検証し続ける

ことが肝要である。この観点を踏まえ、上記のデジタル技術を活用した御堂筋の取組みを推

進する上で必要な留意点を列挙し、その検討プロセスについて述べてください。 

５）業務履行期間 

履行期間は、以下のとおり予定している。 

   契約日 ～ 令和10年３月31日 

６）業務履行場所 

本市指定場所 

７）成果品 

成果品は次のとおりとする。 

① 報告書（Ａ４判キングファイル）１部 

② 電子データ（CD-RまたはDVD-R）２部 

８）その他 

本業務の特記仕様書（案）は別添資料のとおりである。 

２．公募資料の交付 

本市建設局のホームページ上からダウンロードする。（大阪市ＨＰ→組織一覧→建設局→入札契約
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情報→業務委託入札→建設局公募型プロポーザル方式発注案件（公民連携による御堂筋の空間マネジ

メント等に関する調査検討業務委託）） 

 

３．技術提案書の提出者に必要とされる要件 

（単体企業に関する条件） 

１）入札参加表明時において、技術提案書の提出者に必要とされる要件は以下のとおりである。 

①建設コンサルタント登録規定（昭和52年４月15日建設省告示第717 号）に基づく「都市計画及

び地方計画部門」かつ「道路部門」の登録を受け、令和５・６・７年度本市入札参加資格者名簿

に種目「500建設コンサルタント」に登録していること。建設コンサルタント登録を証明する書類

の写しを添付すること。 

②大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく参加停止措置を受けていない者。 

③大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けていない者。 

④大阪市契約関係暴力団排除措置要綱別表に掲げるいずれの措置要件にも該当しない者。 

⑤地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当していない者。 

⑥平成27年度以降に、次に示す【規定業務１，２】の両方について、元請けとして業務実績(※)を

有していること。なお、１つの契約業務に【規定業務１，２】が含まれている場合も、２つ分の

業務として扱い、条件を満たすものとする。 

※過去の業務実績が、共同企業体による実績の場合は、共同企業体の代表者または代表者に所属す

る技術者としての実績に限る。 

【規定業務】 

１．道路空間における官民連携(公民連携)に関する検討業務 

２．ウォーカブルな道路への再編に関する業務 

（共同企業体の構成員に関する条件） 

① 代表者が、建設コンサルタント登録規定（昭和 52 年４月 15 日建設省告示第 717 号）に基づく

「都市計画及び地方計画部門」かつ「道路部門」の登録を受け、令和５・６・７年度本市入札参

加資格者名簿に種目「500建設コンサルタント」に登録していること。建設コンサルタント登録

を証明する書類の写しを添付すること。 

② 大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく参加停止措置を受けていない者。 

③ 大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けていない者。 

④ 大阪市契約関係暴力団排除措置要綱別表に掲げるいずれの措置要件にも該当しない者。 

⑤ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当していない者。 

⑥ 業務委託特別共同企業体結成届（様式－６の１）および業務委託特別共同企業体協定書（様式－

６の２）の写しを提出すること。ただし、共同企業体を構成している構成員は他に構成する共同

企業体または単体で入札に参加することはできない。 

⑦ 平成27年度以降に、次に示す【規定業務１，２】の両方について、元請けとして業務実績(※)
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を有していること。(代表者または構成員による実績とする。)。なお、１つの契約業務に【規定

業務１，２】が含まれている場合も、２つ分の業務として扱い、条件を満たすものとする。 

※過去の業務実績が、共同企業体による実績の場合は、共同企業体の代表者または代表者に所

属する技術者としての実績に限る。 

【規定業務】 

１．道路空間における官民連携(公民連携)に関する検討業務 

２．ウォーカブルな道路への再編に関する業務 

⑧ 共同企業体の構成員（代表者含む）に関する条件は以下のとおりとする。 

・共同企業体の代表者は出資比率が構成員中最大であること。 

・各構成員は２以上の共同企業体の構成員となることはできない。 

・単体企業での参加申込と共同企業体（代表者含む）を重複することはできない。 

２）参加表明時において、配置予定技術者に対する要件は、以下のとおりとする。 

 ① 配置予定技術者の資格 

各配置予定技術者は、所属する組織との直接的な雇用関係を有している者であり、それぞれ以 

下の資格を有する者とする。なお、外国資格を有する技術者（わが国及びＷＴＯ政府調達協定締

約国その他建設市場が開放的であると認められる国及び地域の業者に所属する技術者に限る。）に

ついては、あらかじめ技術士相当またはRCCM相当との国土交通大臣認定（総合政策局建設振興課）

を受けている必要がある。 

＜管理技術者＞ 

下記ア～エの資格のうちいずれか一つに該当する者とする。 

ア 技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門（選択科目：「都市及び地方計画」も

しくは「道路」）とするものに合格し、同法による登録を受けている者。 

イ 技術士法による第二次試験のうち技術部門を総合技術監理部門（選択科目：「都市及び地方

計画」もしくは「道路」）とするものに合格し、同法による登録を受けている者。 

ウ 国土交通大臣（旧建設大臣）に上記ア・イと同程度の知識及び技術を有する者と認定されて

いる者。 

エ RCCM（「都市計画及び地方計画部門」もしくは「道路部門」）の資格を有し、登録を受けてい

る者。 

＜照査技術者＞ 

下記ア～エの資格のうちいずれか一つに該当する者とする。 

ア 技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門（選択科目：「都市及び地方計画」も

しくは「道路」とするものに限る）とするものに合格し、同法による登録を受けている者。 

イ 技術士法による第二次試験のうち技術部門を総合技術監理部門（選択科目：「都市及び地方

計画」もしくは「道路」とするものに限る）とするものに合格し、同法による登録を受けて

いる者。 
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ウ 国土交通大臣（旧建設大臣）に上記ア・イと同程度の知識及び技術を有する者と認定されて  

いる者。 

エ RCCM（「都市計画及び地方計画部門」もしくは「道路部門」）の資格を有し、登録を受けてい

る者。 

② 配置予定技術者の業務実績 

＜管理技術者＞ 

平成27年度以降に、次に示す【規定業務１，２】のいずれか又は両方について、元請けの技術

者として従事した実績(※)を有していること。 

なお、１つの契約業務に【規定業務１，２】が含まれている場合も、２つ分の業務として扱い、

条件を満たすものとする。 

※過去の業務実績が、共同企業体による実績の場合は、共同企業体の代表者または代表者に所属す

る技術者としての実績に限る。 

【規定業務】 

１．道路空間における官民連携(公民連携)に関する検討業務 

２．ウォーカブルな道路への再編に関する業務 

＜照査技術者＞ 

平成27年度以降に、次に示す【規定業務１，２】のいずれか又は両方について、元請けの技術

者として従事した実績(※)を有していること。 

なお、１つの契約業務に【規定業務１，２】が含まれている場合も、２つ分の業務として扱い、

条件を満たすものとする。 

※過去の業務実績が、共同企業体による実績の場合は、共同企業体の代表者または代表者に所属す

る技術者としての実績に限る。 

【規定業務】 

１．道路空間における官民連携(公民連携)に関する検討業務 

２．ウォーカブルな道路への再編に関する業務 

＜担当技術者＞ 

以下に該当する担当技術者をそれぞれ１名以上、合計２名以上配置すること。 

＜担当技術者１＞ 

平成27年度以降に、次に示す「規定業務１」について、元請けの技術者として従事した実績(※)

を有していること。 

【規定業務１】 

道路空間における官民連携(公民連携)に関する検討業務 

※過去の業務実績が、共同企業体による実績の場合は、共同企業体の代表者または代表者に所属す

る技術者としての実績に限る。 

 また、次に示す「技術者資格」を有している場合は技術者評価基準において評価点を加点する。 
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【技術者資格】 

 次のア～エのいずれかを有していること。 

ア 技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門（選択科目：「都市及び地方計画」もし

くは「道路」）とするものに合格し、同法による登録を受けている者。 

イ 技術士法による第二次試験のうち技術部門を総合技術監理部門（選択科目：「都市及び地方計

画」もしくは「道路」）とするものに合格し、同法による登録を受けている者。 

ウ 国土交通大臣（旧建設大臣）に上記ア・イと同程度の知識及び技術を有する者と認定されてい

る者 

エ RCCM（「都市計画及び地方計画部門」もしくは「道路部門」）の資格を有し、登録を受けている

者 

＜担当技術者２＞ 

平成27年度以降に、次に示す「規定業務２」について、元請けの技術者として従事した実績(※)

を有していること。 

【規定業務２】 

ウォーカブルな道路への再編に関する業務 

※過去の業務実績が、共同企業体による実績の場合は、共同企業体の代表者または代表者に所属す

る技術者としての実績に限る。 

 また、次に示す「技術者資格」を有している場合は技術者評価基準において評価点を加点する。 

【技術者資格】 

 次のア～エのいずれかを有していること。 

ア 技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門（選択科目：「都市及び地方計画」もし

くは「道路」）とするものに合格し、同法による登録を受けている者。 

イ 技術士法による第二次試験のうち技術部門を総合技術監理部門（選択科目：「都市及び地方計

画」もしくは「道路」）とするものに合格し、同法による登録を受けている者。 

ウ 国土交通大臣（旧建設大臣）に上記ア・イと同程度の知識及び技術を有する者と認定されてい

る者 

エ RCCM（「都市計画及び地方計画部門」もしくは「道路部門」）の資格を有し、登録を受けている

者 

 

③ 配置予定技術者の手持ち業務量 

令和８年４月１日時点での手持ち業務量（本業務は、令和８・９年度の業務実施を想定してお

り、令和７年度中に完成または完成見込みの業務は手持ち業務に含めないものとする。） 

＜管理技術者、担当技術者１、担当技術者２＞ 

全ての手持ち業務（管理技術者及び担当技術者となっている他の業務のうち 500 万円以上の業

務）の契約金額の合計が５億円未満かつ件数が10件未満である者。 
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４．参加表明 

 １）提出書類 

   参加希望の者は、大阪市建設局企画部工務課（工事監理担当）まで①～⑤を１部持参により提出

すること。なお、共同企業体での参加を希望する場合は⑥⑦も１部提出すること。 

①参加表明書（様式－１）  

②企業の過去10年間の規定業務に関する実績（様式－２）  

③業務実施体制（様式－３） 

④予定技術者の経歴等（様式－４） 

⑤予定技術者の過去10年間の規定業務実績（様式－５） 

⑥業務委託特別共同企業体結成届（様式－６の１） 

⑦業務委託特別共同企業体協定書（様式－６の２） 

２）参加表明書等の作成方法 

   参加表明書及びその他必要書類は様式－１～６（A４判）に示されるとおりとする。なお文字サイ

ズは10ポイント以上とする。 

３）参加表明書等の内容の留意事項 

記載事項 内容に関する留意事項 

企業の過去 10 年間

の規定業務に関する

実績 

・参加表明書の提出者が過去に受託した３．１)に規定する業務の実績に

ついて1件以上記載する。 

・記載する業務は平成27年度以降に完了した元請による業務とする。 

・企業が業務を実施したことを証明できる契約書、TECRIS、特記仕様書な

どの写しを添付すること。また、必要に応じて業務の内容が分かる成果

品の一部または全部も添付すること。 

・記載様式は様式－２とし、図面、写真等を引用する場合も含め、１枚以

内に記載する。 

業務実施体制 ・各配置技術者の兼任は認めないものとする。 

・共同企業体により業務を実施する場合は、以下の事項に留意の上、業務

分担について記載すること。備考欄に共同企業体の構成員である旨を

記載するとともに、企業名等当該技術者が所属する構成員名を記述す

ること。また、代表者はその旨を記載すること。 

① 共同企業体は、各構成員が優れた技術を有する分野を分担するもの

とし、必要以上に細分化しないこと。 

② 各構成員は、実施する分担業務に応じて１名以上の担当技術者を配

置すること。 

③ 代表者が管理技術者を配置すること。 



8 

 

④ １つの分担業務を複数の構成員が共同して実施することは認めら

れない。 

・他の建設コンサルタント等に当該業務の一部を再委託する場合または

学識経験者等の協力を得て業務を実施する場合は、備考欄にその旨を

記載するとともに再委託先または協力先、その理由（企業の技術的特徴

等）を記載すること。ただし、業務の主たる部分を再委託してはならな

い。 

※主たる部分とは、設計業務及び検討業務における総合的企画、業務遂行

管理、手法の決定及び技術的判断、解析業務における手法の決定並びに

技術的判断、またその他仕様書に定める事項とする。（以下同様） 

・記載様式は様式―３とする。 

なお、作成にあたっては、過去に実施した類似案件のプロポーザルにお

いて意見聴取を行った学識経験者と直接、間接を問わず連絡及び接触を

してはならない。 

予定技術者の経歴等 ・配置予定の各技術者について、経歴等様式にて指定された情報を記載す

る。 

・規定業務の実績を1件以上記載する。なお、平成27年度以降に完了し

た元請による業務を対象とする。 

・参加表明書の提出者以外が受託した業務実績を記載する場合は、当該業

務を受託した企業名や団体名を記載すること。 

・記載様式は様式－４とする。 

・各配置予定技術者の所属する組織との直接的な雇用関係を有する者で 

あることを証するものの写しを添付すること。 

予定技術者の過去10

年間の規定業務実績 

・配置予定の技術者が過去に従事した規定業務の実績について１件毎記

載する。 

・記載する業務は、平成27年度以降に完了した元請による業務とする。 

・参加表明書の提出者以外が受託した業務実績を記載する場合は、当該業

務を受託した企業名や団体名を記載すること。 

・企業が業務を実施したことを証明できる契約書、TECRIS、特記仕様書な

どの写しを添付すること。また、必要に応じて業務の内容がわかる成果

品の一部または全部も添付すること。 

・記載する様式は様式－５とし、図面、写真等を引用する場合も含めＡ４

判１枚以内に記載する。 

４）参加表明書及びその他必要書類の提出方法、提出先及び提出期限 

① 提出方法 
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参加表明書及びその他必要書類は、提出書類確認のため、持参することとする（持参以外での提

出（郵送等）は認めない）。 

② 提出先 

    〒559－0034 

    大阪市住之江区南港北２－１－10 ATC ビル ITM 棟６階 

大阪市建設局企画部工務課（工事監理担当） 

③ 提出期限 

令和８年２月16日（月）17時 30分（必着）   

５）参加表明書及びその他必要書類に関する質問の受付および回答 

   ① 質問は、書面（書式自由、Ａ４判とする）により行うこととし、持参、電子メールにより受

付を行う。 

    Ⅰ．質問の受付先 

     〒 559－0034 

     大阪市住之江区南港北２－１－10 ATC ビル ITM 棟６階 

大阪市建設局企画部工務課（工事監理担当） 

     TEL 06－6615－6664    

e メールアドレス：la0083@city.osaka.lg.jp 

件名は「プロポーザル方式についての質問」とする。受領後、着信確認のメールを送信する。 

Ⅱ．質問の受付期間 

掲示の日から令和８年２月５日（木）17時 30分（必着） 

② 質問に対する回答は、令和８年２月９日（月）より、本市建設局のホームページに掲載する。 

なお、質問内容によっては上述の期限より前に、本市建設局のホームページに掲載する場合が

ある。 

６）技術提案書の提出者の選定 

   技術提案書の提出者の選定は、参加表明書とともに提出される書類をもとに以下の基準で資格審

査して行うものとする。 

① 技術提案書の提出者の資格審査基準 

     資格審査基準については、別紙Ａのとおりとする。 

② 技術提案書提出者の選定結果の通知 

     技術提案書の提出者の選定結果は、令和８年２月下旬頃に書面にて参加者に通知する。 

 ７）非選定理由に関する事項 

    参加表明書を提出した者のうち、技術提案書の提出者として選定されなかった者は、通知した

日の翌日から起算して５日（休日を含めない）以内に、書面（様式自由、Ａ４判とする）にて非

選定理由について説明を求めることが出来る。ただし説明請求は持参とし、書面もしくは電子メ

ールにて回答を行うものとする。 
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① 提出先 ４．４）に同じ 

② 受付時間 ９時～17時 30分（ただし、12時 15分～13時は除く） 

 

５．技術提案書の特定 

１）技術提案書の作成 

   本市より技術提案書の提出を要請された者は、以下に示す事項に留意して書類を作成の上、提出

すること。 

  また、提案にあたっては、テーマに対する検討項目及び取組方法について提案するものであり、成

果の一部または全ての提出を求めるものではない。 

  なお、提案内容については、本業務で実現可能なものに限ることとする。 

 ２）技術提案書の作成方法 

   技術提案書は様式－７～10（Ａ４判）とし、文字サイズは 10 ポイント以上とする。なお、提案書

（様式－７を除く）に社名、社印、ロゴマークなどを入れないものとする。また、本文中にも社名等

が特定できる記述を含めないこと。 

 ３）技術提案書の内容に関する留意事項 

記載事項 内容に関する留意事項 

実施方針・実施フ

ロー・工程表 

・業務の実施方針、業務フロー、工程計画について簡潔に記載する。 

・記載様式は様式－８とする。（Ａ４判片面１枚） 

特定テーマに対す

る技術提案 

・特定テーマに対する検討項目、取組方法を具体的に記載する。既存資料の他

に、新たに調査等が必要である場合には、業務に必要な調査等として明記す

る。 

・記載にあたり、概念図、出展の明示できる図表、既往成果、現地写真を用い

ることは支障ない。 

・記載様式は様式－９の１、－９の２とし、テーマ毎にＡ４判片面４枚以内に

記載する。 

・技術提案書作成にあたり、他の者の協力または学識経験者等の助言を受けるこ

とはできるが、技術提案書にその旨を記載する。 

その他 ・提出要請書に対する意見、業務内容に対する代替案等があれば記載する。 

・記載様式は様式－10とし、Ａ４判片面１枚以内に記載する。 

見積書 ・必要な経費を算出し、本業務に係る見積書を提出する。 

・見積書が、業務規模の上限額を上回っている場合には特定しない。 

・記載様式は特に定めないが、Ａ４判１枚に内訳が分かるものを記載する。 

４）業務規模 

業務規模の上限を18,700万円（消費税及び地方消費税込み）とする。 

５）作成に用いる言語等 



11 

 

書類の作成に用いる言語は日本語、通貨は日本円、単位は日本の標準時及び計量法によるものとす

る。 

６）技術提案書の無効 

提出書類について、この書面及び別添の書式に示された条件に適合しない場合は無効とすることが

ある。 

 ７）既存資料の閲覧 

技術提案書の作成にあたり、以下の過年度の関連資料を閲覧することができる。 

ただし、資料の撮影やコピー、スキャンその他あらゆる複製はできない（メモは可）。 

①資料名 

• 御堂筋道路空間再編にかかる社会実験業務委託（平成２５年度）成果品 

• 御堂筋道路空間再編に係る社会実験業務委託－2（平成３０年度）成果品 

• 御堂筋・船場地区設計等業務委託（平成３０年度）成果品 

• 御堂筋道路空間再編設計検討業務委託（令和元年度）成果品 

• 令和２年度 御堂筋道路空間再編整備計画作成に向けた調査検討業務委託（令和２年度）成果品 

• 令和２年度 御堂筋道路空間再編設計業務委託（緊急）（令和２年度）成果品 

• 令和３年度 御堂筋道路空間再編整備検討等業務委託（令和３年度）成果品 

• 令和３年度 御堂筋道路空間再編調査検討業務委託（令和３年度）成果品 

• 令和３年度 御堂筋道路空間再編調査検討業務委託（緊急）（令和３年度）成果品 

• 令和４年度 御堂筋道路空間再編設計業務委託（令和４年度）成果品 

• 御堂筋デジタル技術活用検討業務委託 成果品 

• 御堂筋における公民連携に関する検討等業務委託 成果品 

• 令和３年度 御堂筋における公民連携に関する検討等業務委託 成果品 

• 令和３年度 御堂筋における公民連携に関する検討等業務委託-2 成果品 

• 令和4年度 御堂筋における公民連携に関する検討等業務委託 成果品 

• 令和4年度 御堂筋における公民連携に関する検討等業務委託－３ 成果品 

• 令和５年度 御堂筋における公民連携に関する検討等業務委託 成果品 

 

② 閲覧場所 

〒 559－0034 

大阪市住之江区南港北２－１－10 ATC ビル ITM 棟６階 

大阪市建設局企画部工務課（工事監理担当） 

TEL 06－6615－6664    

③ 閲覧期間 

技術提案者の決定通知を受領した日から技術提案書の提出期限の前日までの土曜日、日曜日及び

祝日を除く毎日９時～17時 30分（ただし、12時 15分～13時は除く） 
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８）技術提案書の提出方法、提出場所及び提出期限 

① 提出方法 ：技術提案書は、電子メールにより受付を行う。 

② 提出先  ：eメールアドレス：la0083@city.osaka.lg.jpで、件名は「プロポーザル方式につい

ての技術提案書」とする。受領後、着信確認のメールを送信する。 

③ 提出期限 ：令和８年３月16日（月）17時 30分 必着 

９）技術提案書を特定するための評価基準 

   技術提案書の評価項目、評価基準は別紙Ｂのとおりとする。また、参加表明時に提出した書式と様

式－７～10を併せて審査を行う。 

10）ヒアリング 

   技術提案書提出後、必要に応じてヒアリングを行うことがある。 

① ヒアリングを実施する場合は、場所、時間、留意事項を別途通知する。 

② ヒアリング時の追加資料は受理しない。 

11）技術提案書に関する質問の受付および回答 

   ① 質問は、書面（書式自由、Ａ４判とする）により行うこととし、持参、電子メールにより受付

を行う。 

Ⅰ．質問の受付先 

〒 559－0034 

大阪市住之江区南港北２－１－10 ATC ビル ITM 棟６階 

大阪市建設局企画部工務課（工事監理担当） 

TEL 06－6615－6664 

e メールアドレス：la0083@city.osaka.lg.jp 

件名は「プロポーザル方式についての質問」とする。受領後、着信確認のメールを送信する。 

Ⅱ．質問の受付期間 

令和８年３月３日（火）17時 30分（必着） 

持参する場合は上記期間の本市の休日を除く17時 30分まで 

② 質問に対する回答は、令和８年３月６日（金）より、本市建設局のホームページに掲載する。 

なお、質問内容によっては上述の期限より前に、本市建設局のホームページに掲載する場合が  

ある。 

12）技術提案書の特定について 

① 提出された技術提案書の中から、９）により最も優れた技術提案書を特定することとしているが、

技術提案書のうち提案内容に関する評価点（実施方法、実施フロー、工程表、その他、及び特定テ

ーマに関する評価点合計）の得点率が50％未満の場合で、当該業務の内容に適合した履行がなされ

ない恐れがあると本市が判断した場合は、技術提案書の特定は行わない。 

② 技術提案書の特定及び非特定の結果は、書面にて令和８年４月上旬頃に参加者に通知する。 

③ 技術提案書を特定された者との契約は、通知後、速やかに行うこととする。 
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13）非特定理由に関する事項 

① 提出した技術提案書が特定されなかった者に対して、特定されなかった旨とその理由（非特定理由）

を通知する。 

② 上記 ①の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して５日（休日を含まない。）以内に、

書面（様式は自由）により非特定理由について説明を求めることができる。ただし、説明請求は、

書面のみで受け付けるものとする。 

③ 上記 ②の回答は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して５日以内（休日を含まな

い。）に、書面もしくは、電子メールにて回答するものとする。 

④ 非特定理由の説明書請求の提出先及び受付時間は以下のとおりである。 

   Ⅰ．提出先：４．４）の提出場所と同じ 

   Ⅱ．受付日時：９時～17時30分（ただし、12時 15分～13時は除く） 

６．その他の留意事項 

１）参加表明書及びその他必要書類、技術提案書の作成、提出及びヒアリングに関する費用は、提出者

の負担とする。 

２）参加表明書及びその他必要書類、技術提案書に虚偽の記載をした場合は、提出された参加表明書ま

たは技術提案書を無効にするとともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止の措置を行うことが

ある。 

３）参加者のうち、地方自治法施行令第１６７条の４第１項または第２項に規定する者に該当すること

となった場合、または大阪市の契約に係る参加停止を受けた場合は、提出された技術提案書を無効

とする。 

４）参加表明書及び技術提案書について提出期限を過ぎて提出された場合は、いかなる理由があろうと

も本プロポーザルに参加する資格を失うものとする。 

５）提出された参加表明書及びその他必要書類、技術提案書は返却しない。また、提出された参加表明

書及びその他必要書類、技術提案書は技術提案書の特定以外に無断で使用しないものとする。 

技術提案は、その提案内容が工業所有権等の排他的権利による制約がないものである場合は、本市

は無償で使用できるものとする。ただし、工業所有権等の排他的権利を有する提案については、こ

の限りではない。なお、工業所有権等とは、工業所有権（特許、実用新案、意匠、商標）及び著作

権等の知的財産権とする。 

６）提出された参加表明書及びその他必要書類、技術提案書については、公開請求の対象としない。 

７）技術提案書提出後において、原則として技術提案書（参加表明時の提出書類での記載を含む）に記

載された内容の変更を認めない。ただし、提出された資料の内容確認のために、補足資料の提出を

求める場合がある。 

また、技術提案書に記載した配置予定技術者は、原則として変更できない。ただし、病休、死亡、

退職等のやむをえない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者であるとの発注者の了解

を得なければならない。 
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  ８）提出資料について、不鮮明である場合は、鮮明な電子データ(PDF等)の提供を求める場合がある。 

９）手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語および日本国通貨に限る。 

10）技術提案説明書配布後、本プロポーザルに関する事項について、受託者選定手続きについて意見聴

取を行う学識経験者を有する委員と、直接、間接を問わず連絡及び接触をしてはいけない。 

11）技術提案書特定の通知後、契約締結までに技術提案書を提出した者が、大阪市契約関係暴力団排除

措置要綱に基づく入札等除外措置を受けたとき及び同要綱別表に掲げるいずれかの措置を受けたと

きは、契約の締結を行わないものとする。 

12) 本件の契約締結は、予算の発効以降とする。 

13）契約締結後、当該契約の履行期間中に契約者が大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等

除外措置を受けたとき及び同要綱別表に掲げるいずれかの措置を受けたときは、契約の解除を行う

ことがある。 

14） 参加表明書提出後及び契約締結後の履行期間中に管理技術者及び担当技術者の手持ち業務量が契

約金額で５億円、件数で 10 件未満となるようにすることとし、超えた場合には、遅滞なくその旨を

報告しなければならない。その上で、業務の履行を継続することが著しく不適当と認められる場合

には、当該技術者を以下のａ）～ｃ）までのすべての要件を満たす技術者に交替させる等の措置請

求を行う場合があるほか、業務の履行を継続させる場合であっても、本業務の業務成績評定に厳格

に反映させるものとする。  

ａ）当該技術者等と同等の同種又は類似業務実績を有する者  

ｂ）当該技術者等と同等の技術者資格を有する者  

ｃ）手持ち業務量が当該業務の技術提案説明書において設定している予定技術者の手持ち業務量の

制限を超えない者 
















































